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　をした者を契約相手方とします。

３　件名等

件　名 草刈機の修理（診断後）

規　格
仕様書のとおり
(DIH-LV-23002)

数　量 １式

納期（履行期限） 令和6年1月31日

納地（履行場所） 契約相手方の工場

添付書類 見積書、参考見積書

同等品審査申請書
提出期限

－

参考見積書提出期限 令和5年11月29日（水）11時00分

見積書提出期限 令和5年11月29日（水）11時00分

防衛省競争参加資格 －

決定方式 総価

４　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
　　防衛省情報本部ホームページ(https://www.mod.go.jp/dih/service.html)
　　〒162-8806　東京都新宿区市谷本村町５番１号
　　　　　　　　防衛省情報本部総務部会計課（担当：東浦（ひがしうら））
　　　　　　　　電話：03-3268-3111(内線31752)　直通ＦＡＸ:03-5225-9641　

　をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込み

令和5年11月22日

防衛省情報本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要領(https://www.mod.go.jp/dih/open-zissi.pdf)

　に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書を持って申し込み



住 　 所 

会 社 名 

代表者名 

（税抜）

単位 数量 単　価 金　　額 備　　考

式 1

納期：

※　見積価格は、（ 税 込 ・ 税 抜 ）の価格で計上

草刈機の修理（診断
後）

仕様書のとおり
(DIH-LV-23002)

契約相手方の工場

・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」

・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

合　　　　計

令和6年1月31日 納地：

内　　　　　訳

品　　　　名 規　　　格

見　積　書
令和　　　　年　　　　月　　　　日

支出負担行為担当官

防衛省情報本部

総務部長 　伊藤　　敬信　　殿
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支出負担行為担当官

防衛省情報本部

総務部長 　伊藤　　敬信　　殿
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・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」

・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

合　　　　計

令和6年1月31日 納地：
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調達要求番号：ＢＰ－３１Ｄ３－００４００２ 

情 報 本 部 仕 様 書  

物品番号  仕 様 書 番 号 

品 名 

又は 

件 名 

草刈機の修理（診断後） 

ＤＩＨ－ＬＶ－２３００２ 

大 臣 

承 認 
令和  年  月  日 

作 成 令和 ５年１１月 ７日 

改 正 
令和  年  月  日 

令和  年  月  日 

作 成 情報本部小舟渡通信所 

 

1. 総則 

1.1 適用範囲 この仕様書は，情報本部小舟渡通信所で使用している草刈機（以下，「器材」

という。）の修理（診断後）について規定する。 

1.2 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，こ

の仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 法令等 

  防衛省所管物品管理取扱規則（平成１８年防衛庁訓令第１１５号） 

 

2. 役務に関する要求 

2.1 対象器材 対象器材は，「バロネス草刈機 ハンマーナイフモア ＨＭ８００」とする。 

2.2 実施場所 契約の相手方の工場内で実施するものとする。 

2.3 実施時期 実施時期については，官側と調整するものとする。 

2.4  引渡・返還 器材の引渡及び返還場所は，情報本部小舟渡通信所とする。 

2.5 整備作業の工程 整備作業の工程は，次の a)～c)とする。 

a) 受入点検 

b) 修理作業 

c) 調整・試験 

2.6 整備作業の実施要領 各工程における整備作業の実施要領は，次による。 

2.6.1 受入点検 契約の相手方は，器材の引渡を受ける際に修理対象器材の名称等を確認し，

外観目視確認を行い，記録した後に監督官の確認を得る。 

2.6.2 修理作業 契約の相手方は、次の a)～d) のとおり修理作業を実施するものとする。 

a) バッテリー・エアクリーナエレメント・プラグ交換 

b) 刈刃（官側持込品）・駆動ベルト交換 

c) ミッションオイル・ミッション駆動ベルト交換 

d) 変速レバー位置調整 

2.6.3 調整・試験 契約の相手方は，修理作業後，動作確認を実施する。 
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2.7 整備用部品 整備用部品は，次の a)～k)とし，契約の相手方が準備するものとする。 

a) エアクリーナエレメント ×１ 

b) スパークプラグ ＢＰ５ＥＳ ×１ 

c) バッテリー ４０Ｂ１９Ｌ ×１ 

d) Ｖベルト ＬＢ－３７ ×３ 

e) Ｖベルト ＬＢ－５０ ×２ 

f) ボルト ×３ 

g) カラー ×３ 

h) ギヤオイル♯９０ ×２ 

i) 取付ピン ×３６ 

j) サラバネ付きナット ×３６ 

k) グリスニップル ×１ 

 

3. 品質保証 

3.1 監督・検査 監督及び検査については，支出負担行為担当官等の定める監督・検査実施要

領による。 

 

4. その他の指示 

4.1 情報の保全 契約の相手方は，契約履行上，直接又は間接的に知り得た事項について関係

者以外に漏らしてはならない。  

4.2 仕様書の疑義 契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，速やかに支出負担行

為担当官と協議するものとする。 

4.3 提出書類 

 契約の相手方は，防衛省所管物品管理取扱規則に基づき，表に示す書類を提出し，官側の確

認を得るものとする。 

表－提出書類 

名  称 提 出 時 期 数 量 媒 体 

受領書 対象器材引渡時 ２部 紙 

返品書 対象器材返還時 ２部 紙 

 


